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□事業概要

　地方公共団体金融機構は、地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するため、地方
公共団体に対しその公営企業に係る地方債につき長期かつ低利の資金を融通するとともに、地方公共団体の資本市場
からの資金調達に関して支援を行い、もって地方公共団体の財政の健全な運営及び住民の福祉の増進に寄与すること
を目的とする。 

□設立年月日 平成２０年　８月　１日

□法人分類 その他

□出資年月日 平成２０年　７月２５日

□業務分類 その他(地方公共団体への資金融資)

□下関市出資額 22,000千円 □出資割合 0.1％

□財政関与状況（単位：千円）

財政部財政課

地方公共団体金融機構

　　補助金交付額（負担金、交付金を含む） 0千円

　　貸付金残高 0千円

　　損失補償契約債務残高 0千円

□所管課所室

　平成19年5月23日に地方公営企業等金融機構法が成立し、地方公共団体が共同して「地方公営企業等金融機構」を設
立することとなった。当該機構設立のための出資については、地方六団体における検討ののち、当該機構の前身である
「公営企業金融公庫」の資本金総額166億円を基本に、全地方公共団体が出資することとし、その出資額については、全
国知事会、全国市長会及び全国町村会においてそれぞれ決定されたもの。この決定に基づき、当該機構へ出資を行うも
の。平成21年6月1日改組により、現在の「地方公共団体金融機構」となった。

□出資（出えん）又は財政関与を行う目的等

□今後の取組区分及び具体的取組内容

区分 具体的取組内容

　事業の民間譲渡

　完全民営化（出資引揚）

　その他の統合

　その他の廃止

　その他

□今後も出資を継続する場合の理由

出資等継続

○

　地方公共団体金融機構は、地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するため、地方
公共団体に対し長期かつ低利の資金を融通するとともに、地方公共団体の資本市場からの資金調達に関して支援を行
い、もって地方公共団体の財政の健全な運営及び住民の福祉の増進に寄与することを目的とし、地方公共団体金融機構
法の規定に基づき地方公共団体のみの出資により設立された法人であり、本市の行政運営について必要不可欠である
ため。


